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自己紹介
• 1960年 山形県川西町生まれ

• 1982年 山形県職員採用（農業土木職）
農業農村整備事業（水田の圃場整備、農道整備、農村環境整備など）
関係の業務に従事
この間、労働組合活動にも従事 7年間県職員労働組合の専従役員を務める

• 2008年 山形県退職（在職 26年3か月 内7年間休職専従）
自治労山形県職員連合労働組合（山形県職連合）中央執行委員長 （離籍）

• 2015年 自治労本部中央執行委員（東北ブロック選出）－ 東京へ（4年間）
総合組織局長 及び 総合企画総務局長を歴任

・ 2019年 自治労山形県本部
・ 2020年 自治労山形県本部執行委員長 連合山形副会長

○趣味 ジョギング
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はじめに



公務労働者とは（区分・職種など）

3

公務労働とはー社会の成員の労働と生活を支えるための社会の共同業
務を担う労働をいう

→→国や地方自治体等において、国民（住民）の生活を支えるための
公共的なサービスを提供する仕事

（主な区分と職種）

1 国家公務員（一般職）
ーー 国の府省庁及び出先機関等に勤務する職員
※国家公務員法等が適用される

２ 地方公務員（一般職）
ーー 地方自治体（都道府県、市町村等）等に勤務する職員
※地方公務員法等が適用される

職種として、一般行政職、教育職、警察職、消防職など



公務員労働者の労働基本権について
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〇憲法第28条に労働者の基本的権利を規定
〇労働基本権は、団結権、団体交渉権、争議権の3つの権利から構成
〇公務員の労働基本権は、下記の通り、公務員法（国家公務員法、地方公務員法等）

により制約され、代償措置として、人事院（人事委員会）勧告制度が定められている

区 分 団結権 団体交渉権 争議権

地
方
公
務
員

下記以外の
職員
（一般職）

○
職員団体制度

（警察職員と消防職員は、
団結権が認められていな
い）

△
当局と交渉することはできるが、団体協約を締結
する権利は有しない

（ただし、法令、条例等に抵触しない範囲での書
面協定は締結可）

×

争議行為（ストライキ）等は
禁止されている

公営企業、

技能労務（現
業）職員等

○
労働組合制度

○
団体交渉権（労働協約締結権）が保証され
ている（だだし、効力には一定の制限あり）

×
争議行為は禁止されて
いる

国
家
公
務
員
等

非現業職員 ○
職員団体制度

（警察職員等は、団結
権が認められていない）

△
当局と交渉することはできるが、団体協約を
締結する権利は有しない

×
争議行為等は禁止され
ている

現業等職員 ○
労働組合制度

○
団体交渉権が保証されている
（だだし、協約の効力には一定の制限あり）

×
争議行為は禁止されて
いる



じ ち ろう

自治労
について
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正式名称 ： 全日本自治団体労働組合
結 成 年 ： 1954年
組合員数 ： 約77万人（２０１９年６月時点）
上部団体 ： 連合（日本労働組合総連合会）

に加盟

＜自治労組合員の構成＞ 組合数 2,659組合

○都道府県庁（都道府県立の病院・施設等含む）、

市役所、町村役場（市町村立の病院・施設等含む）

一部事務組合（広域連合）、公社・事業団等の職員

○福祉や医療等に関わる（公共サービス）民間労働者

○公営交通労働者、公営競技関係労働者、中小企業労働者、

など

多くは地方公務員。公務員は、法律によって、労働基本権（団結権・団体交渉権・
争議（スト）権）を一部制約されている（前述）。



自治労の活動の主な目的

① 「組合員（働く者）の生活、職場を守る」
賃金・労働条件の改善
働きやすい職場環境づくり

② 「地方自治、公共サービスを守る」
地方自治・地方分権の発展
公共サービスの質と価値を高める
被災地支援の取り組み

③ 「平和・人権・環境を守る、政策への意見反映」
平和で安心して生活できる社会、循環型社会づくり
男女平等社会の実現、差別や格差をなくす
働く者の意見、要求を政治（行政）に反映させる

④ 「組合員と家族のくらしをサポートする」
組合員（家族）の暮らしを支える自主福祉（共済）制度
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公共サービスとは

○私たちの生活と公共サービスは切っても切り離せない（なくては生活できない）関係
○必要とする人々に適切（適時）かつ良質な公共サービスが行き届き、提供されること

は、極めて重要な課題

（毎日の生活では）

• 朝起きて ・・・洗面、食事、ごみ

• 玄関を出ると・・・通勤（通学）

• 家に帰れば・・・食事、休養（娯楽）

• 緊急時には・・・病院、消防（救急）

• その他
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（定義） 広く一般の人々の福利のために公的機関が供する業務 教育・医療・

交通・司法・消防・警察など （大辞林より）

（具体的には） 私たちが生活する、生きていく上で必要な様々なもの（欠かせない
こと）を提供する仕事

⇒ 上下水道、電気などのライフライン、ごみの収集、公共交通機関（電車、バス
など）、病院、保育園、学校、各福祉施設、 消防（救急） ｅｔｃ

（人生においては）
・ 子どもができれば・・・出産、育児（保育）、教育（学校）
・ 病気をすれば・・・病院（看護）
・ 歳をとれば・・・介護（福祉）、看護



自治労組合員の組合への関心・期待・評価
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自治労組合員意識調査（2014）より



公務職場をめぐる現状
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１．地方自治体職場の定員の推移（1965-2020）



２．減り続ける地方公務員
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△52万人（△16％）

総務省資料

部門別の職員数（2020年4月1日）地方公務員の職員数の推移
（1994（H6）年～2020（R2）年）

2018年 2,737 （千人）

2017 2019年 2,741
2020年 2,762 （微増）

（単位 千人）



３．諸外国に比べ少ない日本の公務員数
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４．国の財政状況について①

（注）2010年度までは決算、2018年度は予算 財務省資料

(1)財政の硬直化（一般会計歳出に占める主要経費の割合の推移から）



４．国の財政状況について②

13

(2)社会保障給付費の増に伴う公費負担の増



５． 行政改革と市町村合併による自治体スリム化

(1) 赤字からの脱却をめざした改革（三位一体改革）
・・・小泉構造改革（2001年～） 官から民へ

大企業や富裕層を優遇して経済を活性化させ、公共部門を徹底的に縮小

• 郵政民営化、道路公団などの特殊法人の民営化

• 市場化テストや指定管理者制度の導入

• 国庫補助金と地方交付税を6.8兆円削減

(2) 三位一体改革の地方への影響
• 集中改革プラン・・・行政改革（スリム化）の具体的取組計画（2005～2009年）

• 民間委託等の推進

• 定員管理の適正化（人員の大幅削減）

(3) 市町村合併（平成の大合併）
• 自治体数 3,252 （2000年）⇒ 2,418 （2005年）⇒ 1,741  (2018年)
• 手厚い財政の「優遇」措置が後押し（合併特例債、合併算定替等）

• 合併後、多くの問題も
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６．「非正規雇用労働者」の現状と課題
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(1)増え続ける非正規雇用労働者（2017年 労働者全体の37％ 2000万人超）

正規雇用と非正規雇用労働者の推移（1984-2017）―2000（H12)年頃を境に急増



７．自治体職場における非正規雇用の実態と
自治労の取り組み①

16
総務省調査

◆ 自治体でも非正規雇用（臨時・非常勤等職員）労働者は急増
643千人（総務省調査）に



2016 自治労「臨時・非常勤等職員の調査」から
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７．自治体職場における非正規雇用の実態と

自治労の取り組み②

◆ 臨時・非常勤等職員の比率は・・・33％、自治体職員の3人に１人が非正規雇用
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◆ 職種別の臨時・非常勤等職員の比率
学童指導員は９割、保育士は５割が臨時・非常勤等職員

７．自治体職場における非正規雇用の実態と
自治労の取り組み③



７．自治体職場における非正規雇用の実態と

自治労の取り組み④
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◆ 多くの臨時・非常勤等職員が年間賃金200万円程度
時給の賃金分布 平均時給は988円 2012年調査に比べて40円程度増額

８００円未満　　 ８００円以上　　 ９００円以上　　 １０００円以上　 １５００円以上　 ２０００円以上　

８００円未満　　 ８００円以上　　 ９００円以上　　 １０００円以上　 １５００円以上　 ２０００円以上　

7.4

12.0

5.9

－

7.4

8.1

23.9

32.4

17.6

21.2

19.9

28.7

31.5

28.7

17.6

21.2

31.8

33.0

35.9

25.8

52.9

54.5

40.2

28.7
0
.
7

0
.
5

－

－

0
.
6

0
.
9

0
.
6

0
.
6

5.9

3
.
0

－

0
.
6

総計  

2012年計  

都道府県  

県都・政令市  

一般市  

町村  

８

０

０

円

未

満

８

０

０

円

以

上

９

０

０

円

以

上

１

０

０

０

円

以

上

１

５

０

０

円

以

上

２

０

０

０

円

以

上

件
数

707

799

17

33

336

321

平
均
値
・
円

988.1

950.1

1,148.6

1,070.1

993.5

965.4

平
均
値
・
円
・
1
2
年

1,145.3

1,193.3

958.0

922.5

自
治
体
区
分
別



７．自治体職場における非正規雇用の実態と

自治労の取り組み⑤

◆臨時・非常勤等職員の現状と課題
• 自治体の職員の3割超が臨時・非常勤等職員 （職種によっては5割～9割）

（業務内容、責任度合は、正規とほとんど変わらず）
• 不安定雇用（期限付き 6月ｏｒ1年など）、常に雇止めの不安
• 低い賃金水準 （年収200万円以下 「官制ワーキングプア」 一時金、退職金なし）
• 不十分な権利・休暇制度

◆臨時・非常勤等職員の処遇改善にむけた取り組み
• 自治労の重点課題に位置付け―― 同じ職場で働く仲間として
• 「働き方改革」の一環としての「同一労働同一賃金」
• 地方公務員法と地方自治法の一部改正→ 「会計年度任用職員」制度導入

◆会計年度任用職員制度の導入（2020年4月～スタート）
• 処遇改善に向けた第一歩 身分を法的に位置づける
• 引き続き処遇改善（賃金、一時金、休暇制度）に取り組む

⇒処遇改善（賃金、雇用確保等）を図ることが、質の高い公共サービス提供につながる
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処遇改善（同一労働同一賃金など）に向けた 自治労の取り組み



８．東日本大震災で明らかになった自治体公共サービスの課題

• 自治体における行財政改革がもたらした深刻な問題

21

（１）「構造改革」路線（効率化、民営化等）による歪み

【ケース１】 市町村合併の弊害
「平成の大合併」により他自治体に組み込まれた自治体では、十分な公共サービスや情報が提供されな
い事態がおこった（旧町単位で設置された総合支所は、合併前に比べ大幅に少ない職員で震災対応を
迫られ、物資を取りに車で旧市内に向かうことができたのは、震災発生から５日目という自治体もあっ
た）。

【ケース２】 医療提供体制が危機に陥っている
被災した岩手、宮城、福島の沿岸部は、震災前から深刻な医師・看護師不足に悩まされており、震災に
より300を超える病院・診療所が休・廃止状態に。

【ケース３】 民営化はサービスの質の向上をもたらしたか？
「地震対策や安全かつ安定的な水の供給と経済性・効率性の向上、サービスの質の向上をはかるた
め」として、小規模水道事業体としては初となる包括的民間委託を行った町では、震災後、2011年6月初
めの時点で水道水の供給率がわずか7％と、他自治体に比して、復旧が極端に遅れた。



（２） 東日本大震災における自治労の支援活動

22

自治労は、２０１１年３月11日に発生した東日本大震災に対して、「被災者の支援・救援を
行っている自治体職員・組合員の業務を支援すること」を主な目的とし、2011年4月～7月ま
でに、岩手・宮城・福島3県の広範な地域で、全国の組合員による人的支援活動を行った
（延べ21,000人強）。
また、組合員カンパを基本とした、被災自治体・被災組合への義援金・見舞金の交付（総

計６億円）、救援物資の現地への随時発送なども実行した。

宮城県・名取市の避難所で食事を作る
学校給食調理員（自治労組合員）



（３）熊本地震災害における自治労の支援活動
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自治労は、２０１６年４月に発生した熊本地震災害に対して、５月15日～７月３日の50日
間、熊本県内の８市町村（熊本市，宇城市，宇土市，大津町，益城町，菊陽町，西原村，
南阿蘇村）において、のべ3,057人の参加により，復興支援活動を展開した。
また、組合員１人あたり500円を目標にカンパを呼びかけ、約1億8千万円を集約し、被

災自治体・被災組合への義援金・見舞金として交付した。

熊本市の避難所で物資を配布する自治
労組合員

罹災（りさい）証明の申請受付をする
自治労組合員



ストレスに関する状況は、いわゆる一般的な労働者の場合（先行研究）のストレス反応得点
の数値17.8に比べて、被災自治体の職員の方が高くなっている。
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（４） 東日本大震災被災自治体の職員のストレス状況について

自治労の取り組み

 自治労ほっとダイヤル・・・被災３県、熊本県の職員のための電話相談

 自治労心の相談室・・・・・カウンセリングの実施

 出前セミナー ・・・・・・香山リカさんによる心を元気にするセミナー

 アンケート調査による職場の実態と対策

 震災の記憶を忘れない取り組み
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長期にわたる膨大な復興業務、住民の対応などから、自治体職員の
メンタルヘルス対応が必要



９．良質な公共サービスを提供するための取り組み①

(1)自治研（地方自治研究）活動

市民の皆さんに喜んでもらえる仕事、質の高い公共サービスの提供、市民生活

を安全で豊かにするための自治体行政を進めるため、自治労が積極的に行っ
ている研究活動

◆今では当たり前となっている「ごみの分別収集」も自治研をきっかけに実現

⇒静岡県沼津市の清掃職場の自治研活動から始まり、全国に広がった

◆多くの自治体で実施している「急病人の休日・夜間の救急診療」

⇒自治労の衛生医療評議会を中心とした運動から全国に広がった

(2)公契約条例の制定

地方自治体が契約を結ぶ際、入札基準や落札者決定で契約先における労働

者の生活賃金や雇用安定、男女共同参画、障がい者雇用、環境、地域貢献な
ど社会的価値を評価することを定める条例

⇒千葉県野田市が初めて制定（2008）、全国の自治体に拡大している
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９．良質な公共サービスを提供するための取り組み②

(1) 職場の人員の確保
（公共サービスの担い手は「人」・マンパワー ）

(2) 職場・地域・労働組合での男女平等の実現
（格差の解消、均等待遇、意識の改革、平等な役割分担）

(3) ワーク・ライフ・バランスの実現
（長時間労働の是正、家事・育児・介護等の負担軽減 ゆとりある家庭生活・職場）

(4) あらゆるハラスメントの防止
（パワハラ、セクハラ等対策、ブラック職場）

男女ともに快適・健康で働きやすい職場の実現
⇒質の高い公共サービス確保につながる
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むすびに
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○日々の生活になくてはならない公共サービス

○労働組合（自治労）の果たすべき役割

○平和で安心して暮らせる社会づくりにむけて

○次の世代を担う若いみなさんへ

――ありがとうございましたーー
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